
1 

○
附
属
機
関
の
委
員
そ
の
他
の
構
成
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
の
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
五
三
号
） 

１ 

職
名
に
つ
い
て
、
佐
賀
県
傷
病
者
の
搬
送
及
び
受
入
れ
の
実
施
基
準
に
関
す
る
協
議
会

委
員
を
佐
賀
県
メ
デ
ィ
カ
ル
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
協
議
会
委
員
に
改
め
る
こ
と
と
し
た
。
（
別

表
関
係
） 

２ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 


